
様式３

契約

着工

01

南川原
自 双葉郡双葉町大字中浜字南川原地内
至

100002300

700800542

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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（４）
252,000,000

双葉郡双葉町大字長塚字町４８－２

272,160,000
田中・平尾特定建設工事共同企
業体

（１）

（３）

（２）

（４）
251,000,000

壁巣建設（株）

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成29年 12月19日

平成30年3月30日

17-36260-0334

平成29年12月13日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

272,218,320

護岸工　Ｌ＝２０９．０ｍ　盛土工　Ｖ＝２６，２２１．０ｍ３　Ａ＝１．１１ｈａ　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初・変更

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 相双農林事務所

平成29年 12月19日

林地荒廃防止施設災害復旧（２３年災）２９
０１工事



様式第２号（第８条関係）

工事種別

工事番号

路線河川名

地域要件

② ③ ④

出動
実績

協定
締結

新卒
離職
者雇
用

雇用
の維
持・
確保

除雪
維持
補修

2.0点 1.5点 ― ― ― ― ― ― 0.5点 0.5点 ― ― ― ― ― ― ― ― 1.0点 1.5点 0.5点 0.5点 1.25点 1.25点 1.25点 1.25点 1.5点 10 or 10 or

1.0点 1.0点 1.0点 0.5点 0.5点 0.5点 0.5点 0.5点 1.0点 1.0点 1.0点 0.5点 0.5点 0.5点 1.5点 0.5点 0.5点 1.0点 2.5点 3.0点 2.0点 1.0点 2.5点 2.5点 2.5点 2.5点 3.0点 10点 20点 20点

壁巣建設（株） 県内 ［ 郡山市 ] - 1.5 - - - - - - - - - - - 1.5 1.5

田中・平尾特定建
設工事共同企業
体

県内 ［
双葉郡双葉
町

] - 1.5 - - 1.0 1.5 0.5 - - 1.25 - - 1.5 7.25 7.25

［ ]

［ ]

［ ]

［ ]

［ ]

［ ]

［ ]

［ ]

［ ]

0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 1.25 0.0 0.0 1.5 0.0 8.75 0.0 0.0 0.0 8.75

0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.75 0.25 0.0 0.0 0.62 0.0 0.0 0.75 0.0 4.37 0.0 0.0 0.0 4.37

※技術提案の採否は、採の場合には「○」、否の場合には「×」と表記すること。 ※落札者以外の加算点は、技術提案書の記載内容のみによる評価であり、資料等により確認したものではない。

※技術提案の採否が否の場合には、「加算点（ｂ）」の欄には／（斜線）を記入すること。 ※無効の場合は、各点数欄を空白とし、加算点合計（（a）＋（b））欄に「無効」と記載する。

※契約締結後の公表時には予定価格を記入して公表すること。

※「技術者確保数」と「技能士」、「資格保有年数」と「継続教育」、「災害出動実績」と「災害協定締結」は、重複して加算しないこと。先に記載の項目の得点がない場合、後の項目が評価対象となる。

※選択項目については、一般土木工事又は舗装工事の場合は①～④から２項目、それ以外の工事の場合は①～③から２項目を選択する。

無効を除く参加者2者平均

無効を除く参加者2者合計

加算点
＝

加算点
（ａ）＋
加算点
（ｂ）

選択項目（２項目）ボラ
ン
ティ
ア

優良
工事
表彰

仕事
と生
活

新分
野進
出 入札

参加
者の
所在
地

障が
い者
の雇
用

働く
女性
応援

安全
管理

環境
への
配慮

技能
士

平成29年12月14日

一般土木工事

※地域要件と入札参加者の所在地により評
価対象地域が異なる項目

技術提案
〔標準型のみ〕
（様式第10号）

加算
点（ａ）

①災害対応

技
術
提
案
の
採
否

施工
計画
適切
性
（様
式第
9号）

消防
団加
入

企業の地域社会に対する貢献度（様式第8号（特別簡易型は様式第11号））

技術審査日

加算
点（ｂ）

施工
能力

工事
成績

優良
工事
表彰

双葉郡双葉町大字中浜字南川原地内 工事の概要

相双建設事務所管内

252,054,000 工期

工事執行権者

開札予定日平30.3.30施設災害復旧（２３年災）２９０１工事 予定価格（円）

県内企
業・県
外企業
の別

平成29年12月7日

総合評価方式評価結果

価格以外の評価項目及び点数

相双農林事務所

17362600334 工事名

県内 入札参加者の所在地等の評価対象地域

南川原 工事箇所 護岸工　Ｌ＝２０９．０ｍ　盛土工　Ｖ＝２６，２２１．０㎥Ａ＝１．１１ｈａ

入札参加者 指定
人数

資格
保有
年数

県内
業者
活用

復旧型

入札参加者
の所在地
（契約する
本店・支店・
営業所）

品質
管理
能力

企業の技術力
（様式第6号（特別簡易型は様式第11号））

技術者確
保数

同一
市町
村
実績

配置予定技術者の技術力
（様式第7号（特別簡易型は様式第11

号））

施工
能力

継続
教育

技術者
工事
成績



様式第４号（第１４条関係）

工事種別

工事番号 工事名 開札予定日

路線河川名 工事箇所 技術審査日

順位
低価格入
札の該当

2 -

1 -

※評価値は少数第５位を切り捨て、少数第４位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分からない場合は、順位が分かる桁数で表記する。開札時点で有効の入札参加者は全て順位を記載すること。

※契約締結後の公表時には予定価格を記載して公表すること。また、備考欄には、「落札者」「無効（理由も記載すること）」「失格（理由も記載すること）」等を記載すること。
※学識経験者の欄が不足する場合は、「別紙のとおり」と記載して会議出席者名簿等を添付すること。
※低価格入札の該当欄には、調査基準価格を下回った入札の場合「低価格入札」、調査基準価格を下回らなかった入札の場合「―」を記載すること。

平成29年12月14日

南川原 双葉郡双葉町大字中浜字南川原地内 工事の概要 護岸工　Ｌ＝２０９．０ｍ　盛土工　Ｖ＝２６，２２１．０㎥Ａ＝１．１１ｈａ 平成29年12月7日

総合評価方式入札結果

一般土木工事 工事執行権者 相双農林事務所

17362600334 施設災害復旧（２３年災）２９０１工事 予定価格（円） 252,054,000 工　期 平30.3.30

学識経験者の職・氏名 落札者決定基準 落札者の決定

職業等 氏名 意見の適否 意見聴取月日 落札者決定の際の意見聴取 意見の適否 意見聴取月日

平成　　年　　月　　日

平成    年    月    日 平成　　年　　月　　日

相双地方総合評価技術審査会 別紙のとおり 適 平成29年11月15日 不要

評価値算出価格
（円：税抜き）

（C)

評価値
（A／C）

×10,000,000
備　　　　　　考

壁巣建設（株） 郡山市 100 1.5 101.5 251,000,000 251,000,000

入札参加者 入札参加者の所在地
（契約する本店・支店・営業所）

標準点 加算点
標準点

＋加算点
（A)

入札額
（円：税抜き）

（B)

4.0438 第2順位落札候補者

田中・平尾特定建設工事共同異業態 双葉郡双葉町 100 7.25 107.25 252,000,000 252,000,000 4.2559 落札者

入札参加者2者



様式第４号（第１５条関係）

                                                条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表

（入札執行権者　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県相双地方振興局長 ）

（立会人職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

-

-

① ②

1

2 ○ ○

　

　

　

工 事 番 号 17-36260-0334 年
月
日

公 告 H29.11.20
落札者決定 H29.12.15 条件設定

地方審査委員会 H29.11.15
資格確認

地方審査委員会

工 事 名 林地荒廃防止施設災害復旧（２３年災）２９０１工事 開 札 H29.12.13 本庁審査委員会 - 本庁審査委員会

№

入 札 参 加 者 入 札 参 加 資 格 の 確 認 結 果

落札候補
者の順位

入 札 結 果 備　　　　考

入札参加
資格停止
期間中で
ない

会社更生
手続又は
民事再生
手続中で
ない

有効な経
営事項審
査を受けて
いる

格付要件

商号、名称又は特定建
設工事共同企業体名

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

工事等
請負有
資格業
者名簿に
登録され
ている

地方自治
法施行令
第167条の
４第１項各
号のいずれ
かに該当し
ない

田中・平尾特定建設工
事共同企業体
ｺｰﾄﾞ番号 (100002584)

○ ○ ○ ○

（有資格者名
簿の  一般土
木工事）

県内

Ａ

壁巣建設（株）

ｺｰﾄﾞ番号 (100002300)

地域要件

○ 1 252,000,000 落札者

2 251,000,000 第2順位落札候補者



工３ 

（条件付一般競争・総合評価方式・復旧型・リサイクル対象）  

契約の方法及び入札の条件  

１  契約の方法  

  福島県条件付一般競争入札実施要領により条件付一般競争入札（地方自治法施行令

（以下「施行令」という。）第１６７条の５第２項の規定に基づき、入札に参加する者

の事業所の所在地等に関する資格を定めて行う一般競争入札）とする。  

  予定価格は事後公表とし、入札の回数は１回とする。  

初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象と

する再度入札を行う場合がある。  

  なお、再度入札を行った場合で再度入札を執行しても落札候補者がないときは、施行  

令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意契約とする場合がある。  

  本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式

（復旧型）の適用工事である。  

２  入札の条件等  

  入札の際提示する条件は、次のとおりとする。  

(1) 入札書の記載金額  

入札説明書による。  

(2) 見積内訳書及び見積内訳総括表  

  入札公告及び入札説明書に記載の方法により、見積内訳書及び見積内訳総括表を提出

しなければならない。見積内訳書及び見積内訳総括表の提出がない場合、当該入札は無

効とする。  

(3) 入札保証金  

入札説明書による。  

(4) 低入札価格調査制度  

  入札説明書による。  

(5) 落札者の決定  

入札説明書による。  

(6) 契約保証金  

  入札説明書による。  

なお、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付することとする。  

(7) 前払金  

  福島県財務規則（以下「規則」という。）第１１２条で定める前金払は次のとおりと

する。  

 ア  第１項に定める前金払  

   請負代金額の５割以内の額（１万円未満の端数は切り捨てる。）  

 イ  第２項に定める中間前金払   

   請負代金額の２割以内の額（１万円未満の端数は切り捨てる。）  

(8) 部分払  

ア  規則第２３８条で定める部分払は、既済部分に対する対価が請負代金の１０分の５  

（中間前金払をする場合は１０分の６）を超えた場合、工事の既済部分に対する対価の  



工３ 

１０分の９以内の額（１万円未満の端数は切り捨てる。）について、発注者に請求する  

ことができる。  

 イ  約款第３７条第１項ただし書きの表中、請負代金額が２，０００万円以上の場  

合、発注者と受注者とが協議して定める回数は３回（中間前金払いをする場合は２  

回）とする。  

(9) 工期  

  工期は平成３０年３月３０日（標準工期    日間）限りとする。  

ただし、工事の着手時期は、契約締結の日から７日以内において発注者が指定する日

とする。  

(10)建設業退職金共済制度への加入  

受注者は、建設業退職金共済事業本部の発注者用掛金収納書を発注者に提出するこ

と。なお、収納書を提出できない正当な理由がある場合は、その旨を記載した書面を提

出すること。  

(11)建設労務者の休養  

  受注者は、日曜、祝日、休日は労務者を休業させるよう配慮すること。  

(12)現場代理人及び主任技術者等  

  受注者は、本工事の現場代理人及び主任技術者等を定め、契約締結の日から５日以内

に経歴書を添付して発注者に通知すること。  

  なお、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

る者であること。  

(13)現場代理人等の常駐義務緩和  

  詳細については、「現場代理人の常駐義務の緩和措置のお知らせ」（※福島県総務部

入札監理課ホームページに掲載）を参照すること。  

(14)スライド条項に基づく請負代金額の変更  

  約款第２５条第１項に定める請負代金額の変更は、残工事の工期が２箇月以上あり、

かつ、発注者又受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残

工事（受注者の責めにより遅延していると認められる残工事量は含まない。）は、第１

項の請求があった日から起算して１４日以内に監督員が確認する。  

  約款第２５条第５項に定める請負代金額の変更は、残工事の工期が２箇月以上あり

（ た だ し 、 防 護 柵 設 置 工 事 等 工 期 が ２ 箇 月 未 満 の 工 事 に つ い て は こ の 限 り で は な

い。）、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。  

  なお、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を

行わなければならない。  

(15)インフレ条項に基づく請負代金額の変更  

   約款第２５条第６項に定める請負代金額の変更は、基準日から残工事の工期が２箇

月以上あり、かつ、発注者又受注者の請求があったときに行うこととする。また、発

注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなけ

ればならない。  

(16)不可抗力による損害の負担  

   約款第２９条第３項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処理を裏付ける資



工３ 

料を添付すること。  

また、同条第４項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、１

回の損害額が当初の請負代金額の１００分の１に満たないものは損害額に含めないも

のとする。  

(17)下請負  

受注者は、工事の一部を下請負に付する場合は、福島県元請・下請関係適正化指導

要綱を遵守し、施工計画書の提出と同時に施工体制台帳を発注者に提出すること。  

   なお、工事の一部を他の者に請け負わせた場合は、工事完成検査完了後２か月以内

に、下請負報告書を発注者に提出すること。  

(18)工事請負契約書  

「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、特約条

項として別記１の条項を挿入する。  

(19)工程表及び着工届  

受注者は、契約締結後１４日以内に工程表及び着工届を作成し、発注者に提出する

こと。  

(20)契約の確定時期  

   地方自治法第２３４条第５項の規定により発注者及び受注者が契約書に記名押印し

たとき確定する。  

(21)建設工事に係る資材の再資源化等  

   本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号）第９条第１項に規定する対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃

棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等

の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再

資源化等に要する費用を書面に記載し、発注者との間で取り交わす必要があることか

ら、設計図書等を参考に積算したうえで入札すること。  

   また、分別解体等の方法等について、受注者は発注者と協議を行うこと。  

なお、工事請負契約書に「６特記事項」として別記２の事項を挿入する。  

３  入札の際提示する書類は、次のとおりとする。  

（１）福島県工事請負契約約款  

（２）設計書（金額抜き）、設計図、仕様書  

（３）福島県工事等競争入札心得  

（４）福島県元請・下請関係適正化指導要綱  

（注）福島県工事請負契約約款、福島県工事等競争入札心得、福島県元請・下請関係適

正化指導要綱は、福島県総務部入札監理課ホームページに掲載されています。  
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別記１     特 約 条 項 

第１  受注者は、福島県工事請負契約約款（以下「約款」という。）第３条第１項に規定

する請負代金内訳書の提出を要しない。  

第２  受注者は、約款第４条第１項に規定する契約の保証を付すことを要しない。ただ

し、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が５００万円以上になった場合は、

この限りではない。  

（注  この特約条項は、落札額が５００万円未満の場合に特約することとし、５００万円

以上の場合には特約しない。この場合、特約条項第３以下の各条項を１条繰り上げる

こととする。）  

第３  約款第３７条第１項ただし書きの表中、請負代金額２，０００万円以上の場合、発

注者と受注者が協議して定める回数は３回（中間前金払いをする場合は２回）とす

る。  

（注  この特約条項は、落札額が２，０００万円以上の場合に特約することとし、２，０

００万円未満の場合には特約しない。この場合、特約条項第４以下の各条項を１条繰

り上げることとする。）  

第４  約款第３４条第１項中「１０分の４」とあるのは「１０分の５」と、同条第３項

中、「１，０００万円以上で、かつ、工期が１００日以上」とあるのは「３００万円

以上」と、同条第６項中「１０分の４」とあるのは「１０分の５」と、「１０分の

６」とあるのは「１０分の７」と、同条第７項及び同条第８項中「１０分の５」とあ

るのは「１０分の６」と、「１０分の６」とあるのは「１０分の７」と読み替えて、

この規定を準用する。  

第５  受注者は、受注者の申請に基づき発注者が認める場合、福島県が発注し受注者が受

注している他の工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この

場合において約款第１０条第２項中「工事現場」は、この工事の工事現場と当該他の

工事現場を通じて一の工事現場とみなすものとする。なお、受注者の申請及び発注者

の承認は文書により行い、発注者は承認の際に必要な条件を付すことができる。  

（注  この特約条項は、現場代理人の常駐義務の緩和に該当する場合に特約することと

し、それ以外の場合は特約しない。）  

第６  約款第３６条に次のただし書を加える。  

    ただし、平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までに新たに請負契約を

締結する工事に係る前払金で、平成３０年３月３１日までに払出しが行われるもの

については、前払金の 100 分の 25 を越える額及び中間前払金を除き、この工事の

現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充

当することができる。  
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別記２  

６  特記事項  

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）第９条第１項に規定する対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物

の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方

法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化

等に要する費用について別途書面により、記名押印をして契約当事者相互に交付するこ

と。  


